
令和 3 年 ４月１６日 

保護者の皆様へ 

京都市立紫野高等学校 

校長  砂田 浩彰 

「まん延防止等重点措置」適用に伴う対応について 

 

平素は，本校教育活動にご理解ご協力を賜りまして感謝申し上げます。 

４月 9 日付けで京都市に「まん延防止等重点措置」が適用されて以来，いまだに感染状況はおさまら

ず，本市においても深刻な状況に陥りつつあります。そこで，4 月 19 日（月）より 5 月 5 日（水）まで

の期間について，教育活動に関して下記のような対応をとらせていただくことにいたしました。皆様に

はご心配をおかけいたしますが，生徒の安全の確保と学習保障の両立を最優先に考えながら，教育活動

を実施してまいります。何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

１．具体的な教育活動について 

  ア） 4 月 19 日（月）～5 月 5 日（水）まで，時差登校を実施し，45分短縮授業とします。 

      SHR ９：００～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了後は速やかに帰宅するように指導します。 

部活動や補習等がある生徒については，2 時間以内の活動で 18 時 30 分完全下校とします。 

 

イ） 感染リスクの高い学習活動についてはできる限り控えます。 

①各教科等に共通する活動として「生徒が長時間，近距離で対面形式となるグループワーク等」

及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」 

②音楽における「室内での合唱や管楽器の演奏」 

③理科における「生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

④美術，工芸における「生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」 

⑤家庭における「生徒同士が近距離で活動する調理実習」 

⑥体育等における「生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」 等 

※ その他の校内での学習活動は，感染症対策を万全に講じて実施してまいります。 

※ 昼食時の黙食を心がけ，やむを得ず会話する場合はマスクの着用を促します。 

 

ウ） 措置が解除されるまでの期間については，研修旅行など宿泊を伴う行事は延期または中止しま 

す。また，校外での学習活動については，原則見合わせます。ただし，必要性と実効性を担当教 

員と十分協議の上，教育委員会と連携し最終的に校長が判断いたします。 

 開始時間 終了時間 

SHR ９：００ ９：１０ 

１ ９：１５ １０：００ 

２ １０：１０ １０：５５ 

３ １１：１０ １１：５５ 

４ １２：０５ １２：５０ 

昼休憩 

５ １３：３０ １４：１５ 

６ １４：２５ １５：１０ 

７ １５：２０ １６：０５ 



２．部活動について 

ア） 他校との練習試合，合同練習を中止し，原則，校内の活動に留めます。 

    活動時間は平日休日問わず 2 時間以内とし，平日の完全下校は 18 時 30 分とします。 

イ） 公式戦（高等学校体育連盟等主催の大会）や発表会（高等学校文化連盟等主催）のうち，全国大

会・近畿大会及びそれらにつながる府下大会に参加する場合，主催者と連携し，万全な感染症対

策を講じて参加を認めます。ただし，保護者同意を得たうえで最小限の参加人数とします。 

ウ） その他，感染対策に留意した活動とします。 

 例）生徒同士が組み合うことが主体となる活動や身体接触を伴う活動の制限 

     大きな発声や激しい呼気を伴う活動の制限 

 

３．生徒の心のケアについて 

  京都市において，まん延防止等重点措置が適用されて以降も，感染拡大が深刻な状況で医療現場も

逼迫しています。各校において生徒や教職員及びそのご家族等が感染・濃厚接触者となったケースも

数多く確認されています。そのような状況も踏まえ，生徒等の間に誤解や偏見の拡大，いじめなどが

生じないよう，保護者の皆様や関係機関とも連携を図り，対応が必要と考えられる事案があった場合

は，すみやかに適切な指導や支援を行います。 

 

４．お願い 

 ・毎日朝晩，体温測定等健康観察を行い，その結果を健康観察票にご記入ください。 

 ・ご家庭において，次のような状況が起こった場合や何かご心配なことがある場合は，速やかに学校

（０７５－４９１－０２２１）へご連絡ください。 

  

〇お子様が検査などにより新型コロナウイルス感染症と診断された。 

 〇お子様や同居されているご家族に感染の疑い（疑似症）があり，検査を受けるよう医師等から言わ 

れた。 

 〇ご家族などが感染され，お子様や同居されているご家族が濃厚接触者として検査や経過観察が必要 

であると医師等から言われた。 

 

 

５．本校ホームページの利用について 

 ・緊急を要する場合など，学校ホームページを通して諸連絡を行う場合がございます。 

定期的にご確認いただきますようお願いいたします。 

https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300803 

 

６．問い合わせ 

   平日午前 8 時 20 分から 17 時 30 分  

学校代表電話 ０７５‐４９１－０２２１ 教頭景山まで 


